
 

〔埼玉県ふるさと認証食品〕 

 

ねぎの漬物の認証基準 

 

第１条  適用の範囲 

  この基準は、埼玉県内で生産されたねぎを使用して製造されたねぎの漬物に 

適用する。 

 

第２条  定義 

 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、同表の右欄に掲げる 

とおりとする。 
 

用    語 定                 義 

ねぎの漬物 

ねぎを主原料とし、これを食塩、しょうゆ、アミノ酸 

液（大豆等の植物性たん白質を酸により処理したものを 

いう。以下同じ。）、食酢、梅酢、みそ、を用いたもの 

に漬けたもの（漬けることにより乳酸発酵または熟成し 

ないものを含む。）。 

しょうゆ漬 

次に掲げるものをいう。 

１ ねぎの漬物のうち、しょうゆ又はアミノ酸液に漬け 

たもの。 

２ ねぎの漬物のうち、しょうゆ若しくはアミノ酸液に 

糖類、みりん、香辛料等を加えたもの又はこれらにこ 

んぶ、かつおぶし等を加えたものに、漬けたもの。 

酢漬 

次に掲げるものをいう。 

１ ねぎの漬物のうち、食酢又は梅酢に漬けたもの。 

２ ねぎの漬物のうち、食酢又は梅酢に糖類、ワイン、

 香辛料等を加えたものに漬けたもの。 

塩漬 

次に掲げるものをいう。 

１ ねぎの漬物のうち、塩に漬けたもの。ただし、キム 

 チは除く。 

２ ねぎの漬物のうち、塩に糖類、食酢、梅酢、香辛料 

 等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加え 

 たものに漬けたもの。ただし、キムチは除く。 

みそ漬 

ねぎの漬物のうち、みそ又はこれに糖類、みりん、香 

辛料等を加えたもの（以下みそ等という。）に漬けたも 

の。 

 



 

第３条 品質及び品質表示 

  ねぎの漬物の品質及び品質表示の基準は、次のとおりとする。 
 

 

  
区     分 基                     準  

 

品 

 

 

 

 

 

 

 

質 

 

性 

 

 

 

 

 

 

 

状 

香味・歯切れ及び肉質 

・光  沢 

漬け上がり固有の香味、歯切れ、肉質、色沢が良好である

こと。 

しょう 

ゆ漬・ 

酢漬 

調 整 

形状の不良なもの、損傷のあるもの等の除去及び薄切り又

は細刻若しくは小切りにしたものにあっては細刻、水洗、

圧搾等が良好であること。 

酢 

漬 

調味液の性状 

（調味液を封 

入したものに 

限る） 

香味が良好であり、かつ、混濁及びきょう雑物のない調味

液を使用していること。 

塩 

 

漬 

調 整 
形状の不良なもの、損傷のあるもの等の除去及び細刻、小

切り等が良好であること。 

調味液の性状 

（調味液を封 

入したものに 

限る） 

香味が良好であり、かつ、きょう雑物の混入のない調味液

を使用していること。 

み 

そ 

漬 

調 整 
形状の不良なもの、損傷のあるもの等の除去及び薄切り又

は細刻若しくは小切り等が良好であること。 

みそ等の性状（み 

そ等を封入したも 

のに限る） 

香味、色沢等が良好であり、かつ、きょう雑物の混入がな

いみそ等を使用していること。 

 

原 

 

材 

 

料 

食品添加物 

以外の原材 

料 

次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。 

 １ 埼玉県産のねぎ 

 ２ しょうゆ漬にあっては、しょうゆ、アミノ酸液、塩

  漬にあっては食塩、酢漬にあっては食酢、梅酢、みそ 

   漬にあっては、みそ 

 ３ 調味料  

 ４ 香辛料 

 



 

 

品 

 

 

 

 

 

 

 

質 

 

原 

 

材 

 

料 

 

食品添加物 

次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。 

 １ 甘味料 

   カンゾウ抽出物、酵素処理カンゾウ、酵素分解カン 

  ゾウ、ステビア抽出物、酵素処理ステビア 

 ２ 酸味料 

 ３ 調味料 

 ４ 着色料 

    アカキャベツ色素、ベニコウジ色素、カラメル色素 

 ５ 天然香料 

 ６  日持向上剤 

    ビタミンＢ１、酒精 

 

異   物 混入していないこと。 

内  容  量 表示内容に適合していること。 

固形 

物の 

割合 

 

酢漬にあって薄切り 

又は細刻若しくは小 

切たもの。） 

内容重量に対する固形物の割合が、７５％（内容重量が 

３００ｇ以下のものにあっては、７０％）以上であるこ 

と。 

みそ漬にあって薄切  

り又は細刻若しくは  

小切たもの。） 

内容重量に対する農産物の割合が、５０％以上であるこ

と。 

 

表 

 

示 

表示事項及び 

表示禁止事項 

「食品表示基準（平成２７年内閣府令第１０号）」に従う

こと。また、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年

法律第１３４号）や健康増進法（平成１４年法律第１０３

号）等の関連法令を遵守すること。 

特別表示事項 
認証品については、一括表示欄外に「埼玉県産ねぎ１００％

使用」等と表示することができる。 

   

第４条  製造管理 

 (1) 製造に当たっては、食品衛生法(昭和２２年法律第２３３号)、食品衛生法施

行条例（平成１２年埼玉県条例第２２号）及び漬物の衛生規範（昭和５６年

厚生省通達環食第２１４号）の遵守に努め、衛生に十分注意し、製造工程ご

とに適正な管理を行うこと。 

 (2) 食品衛生法施行条例で定める食品衛生責任者が１人以上いること。 

 

第５条  認証方法 

 認証のための審査は、埼玉県ふるさと認証食品認証要綱に基づき行う。 

 

 



 

第６条 技術指導等 

  認証を受けた製造事務所は、国、県関係機関等が実施する製造技術、品質管理、

衛生等に関する指導を積極的に受けるよう努めること。   

 

 

附 則 

  この基準は平成１５年４月１日から適用する。 

附 則 

  この基準は平成１８年４月１日から適用する。 

附  則 

  この基準は平成２０年４月１日から適用する。 

附  則 

  この基準は平成２０年８月１日から適用する。 

附  則 

 この基準は、平成２４年４月１日から適用する。 

附  則 

 この基準は、平成２５年４月１日から適用する。 

附  則 

 この基準は、平成２９年４月１日から適用する。 

 


